
大和市告示第５５号 

大和市総合健康診断助成要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２６年３月３１日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市総合健康診断助成要綱の一部を改正する要綱 

大和市総合健康診断助成要綱（平成２１年大和市告示第６５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１婦人科コース（けい部）の項検査項目の欄中「（大和市立病院に限る。）」を削り、同

欄中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、同表婦人科コース（体部）の項検

査項目の欄中「（大和市立病院に限る。）」を削る。 

別表第２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第３条、第７条、第９条関係） 

健康診断名 検査料（円） 助成金（円） 自己負担金（円） 

基本コース ５４，０００ ２５，０００ ２９，０００ 

基本＋婦人科（けい部）コース ７０，２００ ２８，５００ ４１，７００ 

基本＋婦人科（体部）コース ７３，４４０ ２９，５００ ４３，９４０ 

基本＋（けい部＋体部）コース ７４，５２０ ３０，５００ ４４，０２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 


